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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

012,209,8
宇歯209

佐貫歯科医院 〒321-0966
宇都宮市今泉３－５－２
５

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第417号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

012,455,7
宇歯455

小澤歯科医院 〒321-0102
宇都宮市江曽島町１４５
３－９

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第418号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

012,582,8
宇歯582

ハートフルにわの歯科
・矯正歯科

〒320-0831
宇都宮市新町１丁目４番
３号

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第974号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

013,036,4
宇歯1036

髙田歯科医院 〒320-0043
宇都宮市桜２－７－９

歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第685号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第711号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第419号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第119号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

013,070,3
宇歯1070

宇都宮記念病院 193〒320-0811
宇都宮市大通り１丁目３
番１６号

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第238号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

013,273,3
宇歯273

にしはらデンタルクリ
ニック

〒321-0901
宇都宮市平出町４０６７
番地８

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1128号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第686号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第712号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第420号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
光学印象
　　　（光印象）第175号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1036号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯周組織再生誘導手術
　　　（ＧＴＲ）第149号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1745号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日

032,071,8
木歯71

前橋歯科医院 〒328-0074
栃木市薗部町２－３－３

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第975号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

033,013,9
木歯33013

関根歯科医院 〒328-0043
栃木市境町３番１６号

光学印象
　　　（光印象）第176号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

033,024,6
木歯024

ＬａＬａデンタルクリ
ニック　歯科・矯正歯
科

〒328-0124
栃木市野中町１３６７番
３

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第244号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

033,027,9
木歯027

栃木おとなこども歯科
・矯正歯科

〒328-0017
栃木市錦町１４－１０

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1129号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第687号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第713号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第421号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第120号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第792号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
光学印象
　　　（光印象）第177号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1037号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯周組織再生誘導手術
　　　（ＧＴＲ）第150号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1746号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

043,008,7
佐歯1008

パール歯科医院 〒327-0821
佐野市高萩町１３２４－
１イオン佐野新都市ショ
ッピングセンター２階

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第245号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第793号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第324号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

053,022,5
鹿歯022

茂呂デンタルオフィス 〒322-0022
鹿沼市東町１－５－２２

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第423号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

092,056,6
真歯56

いしざきデンタルクリ
ニック

〒321-4322
真岡市東大島５９０－９

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第424号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第246号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

093,007,8
真歯1007

石川歯科医院 〒321-4341
真岡市高勢町３－１３２

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第425号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第121号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第192号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第154号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯周組織再生誘導手術
　　　（ＧＴＲ）第151号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第113号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

112,023,2
矢歯23

鈴木歯科医院 〒329-2504
矢板市泉字元町３－１

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1039号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

133,017,9
那塩歯133017

五味渕歯科医院 〒329-2727
那須塩原市永田町７－１
０

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第426号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

133,025,2
那塩歯025

マジマ歯科医院 〒325-0061
那須塩原市末広町６５番
地７８

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第247号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第193号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第155号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

253,014,0
那歯253014

アイビーデンタルクリ
ニック

〒325-0302
那須郡那須町高久丙１１
６２－１２

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第976号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

523,004,5
河歯1004

自治医科大学附属病院 1,132〒329-0498
下野市薬師寺３３１１－
１

自己生体組織接着剤作成術
　　　（自生接）第3号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日


